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北九州市告示第３５８号 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条の１１

第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年８月１９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施設等の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

ビガーファミリ

ー 

認可外

保育施

設 

北九州市戸畑

区東大谷二丁

目７番３３号 

合同会社ビガ

ーファミリー

令和４年７

月１９日 

キッズライン 

糸矢 江里 

認可外

保育施

設 

居宅訪問型保

育事業の所在

地は個人情報

のため公示し

ておりません

。 

糸矢 江里 令和４年７

月１９日 

キッズライン 

坂辻 美咲 

認可外

保育施

設 

居宅訪問型保

育施設の所在

地は個人情報

のため公示し

ておりません

。 

坂辻 美咲 令和４年７

月２２日 
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北九州市告示第３５９号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

 令和４年８月１９日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所

  別表のとおり

２ 返還事務を行う時間

  月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

  土曜日 午後１時から午後５時まで

  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び令和４年１２月２９日から令和５年１月３日までの日は、返還事

務を行わない。

３ 問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部道路維持課（電話 ０９３－５８２－２２７４）

４ 返還を受けるために必要な事項

  自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５ その他

  この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。

別表

移動し、保管した自転車

が放置されていた場所

移動し、

保管した

自転車の

台数

移動し、保

管した年月

日

保管及び返還を行う

場所

門司区自転車放置禁止区

域外

２台 令和４年７

月４日

北九州市門司区西海

岸一丁目３番

西海岸自転車保管所１台 令和４年７

月１１日
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２台 令和４年７

月２７日

ＪＲ小倉駅周辺地区自転

車放置禁止区域

４台 令和４年７

月１３日

北九州市小倉北区青

葉二丁目１番 

青葉自転車保管所１４台 令和４年７

月１９日

２２台 令和４年７ 

月２６日 

ＪＲ西小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域

３台 令和４年７ 

月２２日 

小倉北区自転車放置禁止

区域外

２台 令和４年７ 

月１日 

北九州市小倉南区下

城野一丁目１番

下城野自転車保管所１台 令和４年７ 

月５日 

１台 

あ 

令和４年７ 

月１１日 

３台 令和４年７ 

月１３日 

３台 令和４年７ 

月１４日 

３台 令和４年７ 

月１９日 

１台 令和４年７ 

月２２日 

４台 令和４年７ 

月２６日 

小倉南区自転車放置禁止

区域外

１台 令和４年７ 

月１日 

１台 令和４年７ 

月４日 

２台 令和４年７ 

月７日 

１台 令和４年７ 
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月８日

３台 令和４年７

月１２日

１台 令和４年７

月１３日

２台 令和４年７

月１４日

１台 令和４年７

月１５日

１台 令和４年７

月１９日

２台 令和４年７

月２２日

１台 令和４年７

月２８日

若松区自転車放置禁止区

域外

１台 令和４年７

月６日

北九州市若松区響南

町８番

小石自転車保管所１台 令和４年７

月２２日

１台 令和４年７

月２９日

ＪＲ八幡駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１台 令和４年７

月１４日

北九州市八幡西区大

字藤田２３１９番６

藤田自転車保管所八幡東区自転車放置禁止

区域外

１台 令和４年７

月１日

１台 令和４年７

月２２日

ＪＲ折尾駅周辺地区自転

車放置禁止区域

５台 令和４年７

月８日

北九州市八幡西区長

崎町２番

長崎町自転車保管所

ＪＲ黒崎駅周辺地区自転

車放置禁止区域

２台 令和４年７

月１１日

北九州市八幡西区大

字藤田２３１９番６

藤田自転車保管所八幡西区自転車放置禁止

区域外

１台 令和４年７

月１日
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２台 令和４年７

月６日

４台 令和４年７

月７日

３台 令和４年７

月８日

４台 令和４年７

月１１日

１台 令和４年７

月１３日

１台 令和４年７

月２０日

４台 令和４年７

月２１日

３台 令和４年７

月２２日

３台 令和４年７

月２７日

２台 令和４年７

月２８日

２台 令和４年７

月２９日

ＪＲ戸畑駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１２台 令和４年７

月２１日

北九州市戸畑区三六

町１３番

三六自転車保管所戸畑区自転車放置禁止区

域外

６台 令和４年７

月２０日

２台 令和４年７

月２１日

１台 令和４年７

月２５日

６台 令和４年７

月３０日
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北九州市公告第５６３号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により、次のと

おり公告する。

令和４年８月１９日

                    北九州市長 北 橋 健 治

（掲示により別紙省略）
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北九門公告第２１号 

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２４条第１項の規定により福岡

県知事から門司港地域複合公共施設整備事業の事業認定申請書及びその添付書

類の写しの送付を受けたので、同条第２項の規定により次のとおり公告し、こ

れらの書類を公衆の縦覧に供する。 

なお、事業の認定について利害関係を有する者は、縦覧期間内に限り福岡県

知事に対し、同法第２３条第１項の規定により土地収用法施行規則（昭和２６

年建設省令第３３号）第４条に規定する公聴会の開催を書面により請求するこ

とができ、又は同法第２５条第１項の規定により意見書を提出することができ

る。 

  令和４年８月１９日 

門司区長 岩 田 光 正   

１ 起業者の名称 

北九州市 

２ 事業の種類 

門司港地域複合公共施設整備事業 

３ 起業地 

（１） 収用の部分 

北九州市門司区清滝二丁目、西海岸一丁目地内 

（２） 使用の部分 

なし 

４ 縦覧場所 

北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

門司区役所総務企画課 

５ 縦覧期間 

この公告の日から令和４年９月２日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の 

毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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地方独立行政法人北九州市立病院機構公告第７号 

 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第３４条第３項及び地方

独立行政法人北九州市立病院機構定款第６条の規定により、地方独立行政法人

北九州市立病院機構の令和３年度財務諸表を次のとおり公告する。 

  令和４年８月１９日 

地方独立行政法人北九州市立病院機構 理事長 中 西 洋 一   
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